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第33回大阪府環境審議会会議録 

 

   開 会  午後１時30分 

司会（笠原主査） 定刻になりましたので、只今から第33回大阪府環境審議会を

開催させていただきます。 

  私は本日の司会を務めさせていただきます、大阪府環境農林水産部みどり・

都市環境室の笠原でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、会議に先立ちまして、環境農林水産部長の志知からごあいさつ

を申し上げます。 

志知環境農林水産部長  環境農林水産部長の志知でございます。 

  第33回大阪府環境審議会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げ

ます。 

  委員の皆様方には、年度末の御多忙のところ御出席いただき、まことにあり

がとうございます。また、日ごろから環境行政はもとより、府政の各般にわ

たり、御支援、御協力を賜っておりますことに対し、この場をおかりいたし

まして厚く御礼を申し上げます。 

  本日の審議会では、審議事項が７件、報告事項が３件と多くの案件がござい

ます。まず、大阪府における流入車対策のあり方につきましては、流入車に

よる排ガス負荷の割合が増大傾向にあることなどから、環境基準の早期かつ

確実な達成のため流入車対策についてお諮りをするものでございます。次に

本府から諮問させていただきました案件につきまして、水質規制部会、廃棄

物処理計画部会、野生生物部会から御報告をいただきますので、よろしく御

審議いただきますようお願いを申し上げます。各専門部会におかれましては、

限られた時間の中、精力的に御検討され、報告をまとめていただきました。

まことにありがとうございます。 

このほか、報告案件といたしまして、温泉部会及び水質測定計画部会で御

決議された事項につきまして御報告をいただきます。最後に前回の審議会で

御答申いただきました揮発性有機化合物及び化学物質対策について今般生活

環境の保全に関する条例を改正いたしましたので、御報告を申し上げます。 
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盛りだくさんではございますが、委員の皆様方におかれましては忌憚のな

い御意見、御提言をいただきますようお願い申し上げまして開会のあいさつ

とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

司会（笠原主査）  本日の出席委員でございますが、委員定数44名のうち27名

方の御出席をいただいておりますので、大阪府環境審議会条例第５条第２項

の規定に基づきまして本審議会が成立いたしておりますことを御報告申し上

げます。 

  本日御出席いただいております委員及び幹事の皆様につきましては、お手元

にお配りしております配席表にお名前を記しておりますので、御紹介は省略

させていただきます。 

  次に資料の確認をさせていただきます。 

（配布資料確認） 

それでは、ただいまから議事に入りたいと存じます。本日はまず資料１―

１によりまして、大阪府から環境審議会に諮問させていただきます。 

志知環境農林水産部長  それでは、私の方から知事になりかわりまして、諮問

文を交付させていただきます。 

大阪府環境審議会会長南 努様、大阪府知事太田房江。 

  大阪府における流入車対策のあり方について（諮問）。このことについて諮

問します。よろしくお願いします。 

司会（笠原主査）  それでは、これ以降の議事につきましては、南会長にお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

南会長  皆さん、本日はお忙しい中、第33回大阪府環境審議会に御出席いただ

きましてありがとうございます。 

  本日は、ただいま部長からも御案内がございましたように、案件が非常にた

くさん多岐にわたっております。それで、従来ですと大体２時間程度という

ことでお願いしてまいりましたが、本日は非常に案件が多いということもご

ざいまして、時間を４時30分まで。もう少し早目に終われればと思いますが。

３時間ほどいただきました。その点御了解をお願いしたいと思います。それ

で、３時間連続というのも、気になりますので、お手元の資料では審議事項
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の３と４の間にかなり内容の変化がございます。したがいまして、３まで終

わったところで５分か10分程度の休憩時間を挟ませていただきたいというふ

うに考えておりますので、議事進行、御協力よろしくお願いいたします。 

それでは議事次第に従いまして、進めさせていただきます。まず、議事１

でございますが、ただいまお預かりしました諮問、大阪府における流入車対

策のあり方についてということで、事務局の方から御説明をお願いいたしま

す。どうぞよろしくお願いします。 

藤本交通環境課長  交通環境課長の藤本でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

  それでは資料に従いまして、諮問の背景、内容などについて御説明いたしま

す。まずお手元の資料１－２をご覧いただきたいと存じます。 

事前に御送付しておりましたが、新たな動きといたしまして、今国会に自

動車ＮＯｘ・ＰＭ法の改正法案が提出されまして、その概要が明らかになり

ましたことから、追加修正させていただいております。それではまず１枚目

でございますが、諮問の前提となる府域の大気環境と背景となる自動車ＮＯ

ｘ・ＰＭ法の概要について記載しております。 

  まず大気環境の状況でございます。二酸化窒素、ＮＯ２でございますが、に

つきましては、左の図は年平均値の推移でございます。沿道で自動車からの

影響を把握する自動車排出ガス測定局、自排局と申しますが、自排局では平

成９年度が0.038ppmでございましたが、17年度には0.031ppmに低減してござ

います。また、特定の発生源の影響を受けない一般環境大気測定局、一般局、

この下の図でございますが、でも同様に、改善傾向が見られます。右の図が

環境基準の達成状況の推移でございます。環境基準非達成局、黒の色がつけ

てございますが、この非達成局数は減少傾向が見られます。なお17年度では、

一般局は全局達成いたしましたが、自排局では３局達成できませんでした。

この表につきましては、自排局と一般局の合同にしてございます。 

次に下でございますが、浮遊粒子状物質、ＳＰＭでございます。年平均値

は自排局では９年度が0.049ミリグラム/ｍ3でございましたが、17年度には

0.033ミリグラム/ｍ3に低減し、また一般局でも同様に改善傾向が見られます。
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環境基準達成状況では、ＳＰＭは大陸からの黄砂などの気象の影響を受けや

すく、年度によって変動が見られますが、環境基準の非達成局は減少傾向が

見られます。15、16年度ではすべての測定局で環境基準を達成しましたが、

17年度は一般局１局、自排局１局で未達成となっております。 

続きまして右側でございます。自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の概要につきまして、

かいつまんで御説明申します。この法律は従来の全国一律の自動車対策だけ

では自動車が集中する大都市では環境基準の達成が困難でありますことから、

地域を限定して特別な規制を行うものでございます。平成13年12月には、大

阪府を初め、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、三重、兵庫の８府県が対策

地域として指定されまして、大阪府では豊能町、能勢町、岬町、太子町、河

南町、千早赤阪村の６町村を除く37市町が指定されてございます。この法律

によりまして、この対策地域内に登録されているトラックなどを対象としま

して、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の基準に適合しない車は一定の猶予期間、例え

ば普通トラックでは新規登録から原則９年間を過ぎますと、車検が通らない

という、いわゆる車種規制と称しますが、車種規制が適用されてございます。

また国のＮＯｘ・ＰＭ総量削減基本方針を踏まえまして、府は平成22年度ま

でにＮＯ２とＳＰＭの環境基準を達成することを目標とする総量削減計画を平

成15年７月に策定してございます。それで17年度が22年度までの中間年度に

当たりますことから、昨年度中間評価を行いましたところ、計画は着実に進

行し、目標は達成する見込みでございますが、目標の早期達成のためには流

入車への対応が課題とされております。 

次に、裏面をごらんいただきたいと思います。左上の総量削減計画の目標

と大気環境の概況につきましては、ただいま御説明申し上げたとおりでござ

います。それで、流入車対策の背景につきまして、まとめてございます。ま

ず左上の図は、対策地域内外における適合車の推移でございます。走行中の

車のナンバープレートを読み取る調査の結果では、対策地域内に登録されて

いる非適合車の割合、つまり点線の黒丸でございますが。これにつきまして

は、車種規制が効いてきまして減少傾向でございますが、対策地域外に登録

されている非適合車、実線の黒丸でございますが、横ばい、もしくはやや増
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加傾向となってございます。 

その右の図でございますが、黒煙を排出する流入車の割合でございます。

府では14年度から近畿運輸局と協同で、黒煙を出して走行しているディーゼ

ル車につきまして、府民モニターからの通報をいただきまして、その使用者

に適切な整備を促す、整備不良ディーゼル車府民通報制度を実施しておりま

す。整備が必要として通知した車両につきまして、登録地を対策地域内外で

分けますと、16年度以降、実線の対策地域外の登録車の割合が増加しており、

流入車による排ガス負荷の増大が見られます。 

左下の近畿府県別に見た営業用貨物車保有台数の増減状況でございます。

大阪府では一番上の線でございますが、大阪府では営業貨物車の保有台数は

減少傾向でございますが、他の５府県では増加傾向になっております。この

原因につきましては明らかではございませんが、府から移転しているものも

少なからずあろうかと推察しております。右の図でございますが、全国にお

ける普通貨物車の平均使用年数の推移でございます。先ほど御説明申し上げ

ましたが、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法による普通貨物車の猶予期間が９年である

に対しまして、平成17年の全国値は13年となっており、約４年の格差が生じ

ております。このような状況が対策地域内の事業者の方の不公平感にもつな

がっているものと考えております。 

以上のことから、府として環境基準を早期かつ確実に達成するためには、

流入車対策に早急に取り組む必要があると考えまして、まず左下でございま

すが、実態調査を行いました。左下のマス、ちょっと見ていただきたいと思

います。対策地域外の６町村、すなわち能勢町、豊能町とか書いてございま

すが、この６町村で、大気環境や自動車交通の実態について調査いたしまし

た。その結果、新たにこの６町村につきまして、対策地域に編入するという

ような大気環境状況ではございませんでしたが、普通貨物車につきましての

保有台数につきましては増加傾向が見られております。また、環境省の調査

結果をもとに、流入車による影響の程度の推移を行いました。その結果、府

域を走行する車両の２％、普通貨物車の場合、約15％が対策地域外から流入

して、かつ非適合な車と推計しております。さらに一番下でございますが、
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昨年の夏でございますが、８月、事業者にアンケートをいたしました。アン

ケートはここに書いてございますが、自由記入の意見で、適合車の使用につ

いて前向きな御回答が約７割ちょうだいしてございます。 

次に右上に参りまして、このような実態調査をもとに、流入車対策は府と

しましては国による全国的な対策が効果的であるという見地から、国に対し

て機会あるごとに早期実施を働きかけてまいりました。また、府だけではな

く、運行規制をしている首都圏、あるいは兵庫県でも共通の課題であります

ことから、対策地域を有する８府県共同で国に対して要望を行ってまいりま

す。さらに昨年７月におきましては、府として自治体を代表しまして中央環

境審議会大気環境部会の自動車排出ガス総合対策小委員会に出席いたしまし

て、流入車対策を国が早期に実施するよう意見開陳をしたところでございま

す。 

次に国における検討状況でございますが、環境省では中環審で審議が進め

られておりまして、本年２月23日に中環審会長から環境大臣に対して意見具

申が行われました。意見具申では、今後のあり方といたしまして、公平性の

面も含め、自治体の取り組みに加えて、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法においても流

入車対策が必要であること、事業者、荷主、行政と幅広い主体の取り組みに

よる枠組みを検討すべきであること、対策地域外から内に輸送する事業者や

運送事業者に輸送させるものは排出量抑制のために必要な取り組みを行うべ

き、例えば、運送事業者と荷主や自動車が集中する施設管理者等の連携を促

す枠組みが考えられること。また、実効性の担保などのため、適合車を認識

できるステッカー制度等について示されております。この意見具申を受けて、

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の一部改正法案が３月９日閣議決定されまして、今国

会に提出されております。 

２枚目の次のＡ４でございますが。この資料を見ていただきたいと思いま

す。 

改正法案の骨子でございますが、局地汚染対策と流入車対策の二つに分け

られます。局地汚染対策では、特に汚染の著しい地区を知事が重点対策地区

に指定し、対策計画を策定すること。その地区に新たな交通需要を生じさせ
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る建物を新設する者に対する排出抑制の配慮事項等の届け出義務などでござ

います。また流入車対策では、対策地域周辺から重点対策地区のうちの指定

地区に入る自動車の使用者に対する排出抑制に係る計画提出や定期報告義務。

さらに、対策地域周辺から対策地域内に入る自動車の使用者や輸送させる者

に対する排出抑制に係る努力義務などでございます。 

このような状況で、さきほどのペーパーに戻っていただきたいんですが、

右下のマスをご覧いただきたいと思います。府としましては、先ほど申し上

げた総量削減計画の目標である環境基準の達成をより早期かつ確実に図るた

め、国の意見具申を参考にしつつ、また法律との整合性にも留意しながら荷

主、運送事業者、行政等の幅広い層の取り組みをベースとする流入車対策に

ついて御審議いただき、秋ごろには一定の方向性が出せるよう取り組んでま

いりたいと考えております。なお検討内容がかなり専門的なものになります

ことから、事務局といたしましては、専門部会を設けていただいて、御検討

いただくのがよいのではないかと考えております。 

以上が諮問の背景や検討いただきたい内容等の説明でございます。なお、

諮問文の裏面には、今御説明申し上げましたことを要約して書いてございま

すので、その説明は省略させていただきます。 

以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

南会長  どうもありがとうございました。 

流入車対策のあり方について、知事からの諮問をいただきました。その諮

問の背景、あるいは対策の骨子、あるいは提言のあたりについて、ただいま

事務局からまとめて御説明いただきましたが、初めて出てきている内容等も

ございますし、委員の先生方から御質問、あるいは御意見をまずお伺いした

いと存じます。 

いかがでございますでしょうか。 

そして、今、御説明でもおわかりいただけますように、非常に専門的な内

容を含み、さらには国とも連動する、そういうところもございますし、集中

的に審議していただくというそういう必要もあると思いますし、ただいま御
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提案にもありましたように、専門部会を設けて、やはり御審議いただいて、

その結果をこの本審議会でいろいろ議論をする。そういう手順で進むべきで

はないかと思っております。そういうことも含めて御質問御意見いただけま

すでしょうか。特にございませんですか。 

それでは、専門部会を設けて、集中的に審議していただいて、その結果を

この本審議会に上げていただく。そういう方向で、手順で進んでよろしゅう

ございますでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

南会長  特に異議なしとお伺いしましたので、専門部会を設置して、審議を進

めたいと思っております。どうもありがとうございます。 

それで、この部会の専門部会の組織、あるいは運営、そのあたりについて

事務局からまた御提案をお願いします。よろしくお願いいたします。 

藤本交通環境課長  ありがとうございます。 

資料１－３の部会の運営要領案をご覧ください。 

まず、第１の趣旨でございますが、この部会は大阪府における流入車対策

のあり方について、専門的な見地から調査検討を行うため、大阪府環境審議

会条例第６条第２項の規定に基づいて設置するものでございます。 

次に、第２の組織でございますが、まず（１）に記載いたしましたとおり、

審議会条例第２条第１項第１号に規定する委員、つまり本審議会の学識経験

者の委員５名以内と、第３条第２項に規定する専門委員若干名につき審議会

の会長が諮問するもので組織することといたしております。また、審議会条

例第６条第４項及び第５項で部会に部会長を置き、審議会の会長が指名する

委員がこれに当たること、及び部会長は部会の会務を総理することが定めら

れており、（２）では部会長に事故があるときには、部会に属する委員のう

ち、あらかじめ部会長の指名する者がその職務代理をすることを規定してお

ります。 

次に、第３の会議でございますが、部会の会議は部会長が招集し、部会長

がその議長となることを規定しています。 

第４の補則では、この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な
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事項は部会長が定めることとしています。 

以上が部会の設置、組織及び運営に関する提案でございます。どうかよろ

しくお願いいたします。 

南会長  どうもありがとうございました。 

  ただいま御説明いただいた運営要領、この方向で進ませていただいてよろし

ゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

南会長  ありがとうございます。 

特に御異論ないようでございますので、それでは、流入車対策部会で、こ

の諮問事項を御検討いただくということにいたします。この本審議会は、審

議過程を府民の皆様に明らかにして、より公正な運営を図るという見地から、

原則公開ということになっております。その趣旨にのっとりまして、今、お

認めいただきましたこの部会、流入車対策部会を原則公開という方向で進ま

せていただきます。そして、運営要領にございましたように、この部会に属

する委員及び部会長につきましては、審議会の会長が指名するということに

なっておりますので、私の方から指名させていただくという手順でよろしゅ

うございますでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

南会長  ありがとうざいます。 

それでは、私の方から事務局とも御相談の上、委員さらには部会長を後日

指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。どうもありがと

うございました。 

この流入車対策の問題、これは実際に全体としての大気の浄化について、

本当に自治体だけで十分な効果が上がってるのかどうかという点も含めて、

相当難しい問題がございますので、今後の部会の審議、それらについて本審

議会の方にも報告いただきながら十分検討を進めていきたいというふうに考

えております。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、議事の２番目に移らせていただきます。議事の２は、化学的酸

素要求量等に係る第６次総量削減計画及び総量規制基準についてということ
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でありまして、これは第29回の本審議会で大阪府から諮問がございまして、

専門的かつ幅広い見地からいろいろ御検討いただくために、専門委員を加え

た部会で部会を経て、審議をお願いしてまいりました。そして昨年の11月、

第32回の審議会では中間報告を部会からいただきまして、それらについて皆

様からの御意見をいろいろ拝聴したところでございます。きょう、部会とし

ての報告を取りまとめていただきましたので、部会長の村岡先生の方から審

議状況の御説明をお願いします。村岡先生、どうぞよろしくお願いします。 

村岡部会長  水質規制部会の部会長村岡でございます。ありがとうございます。 

それでは、化学的酸素要求量等に係る第６次総量削減計画及び総量規制基

準について、部会での検討結果を御報告申し上げます。 

準備していただいております資料は、２－１、２、３でございます。２－

２が報告の本文になっております分厚いものです。それで、ただいま会長か

ら御説明ありましたように、前回のこの審議会で、中間報告をさせていただ

きまして、大体その大阪湾の水質の状態とか、あるいは第６次総量規制の考

え方等についての御理解を得たところであり、また質問もいただきました。

その後、環境省の方からの基本方針が同じ日におりてきたものですから、そ

の後また部会でその整合を考え、まとめましたものをパブリックコメントに

付したわけでございます。まず、そのパブリックコメントから見ていただき

たいと思いますが、お手元の資料の２－３という１枚ものでございます。 

意見は二つでございますけれども、いずれも生活排水対策に関する意見で

ございました。一つ目は、自分たちの排水している汚濁の量がどれぐらいで、

それを減らすためにどういうことを実際やったらいいのかと。こういったこ

とをもっと府民にわかるように啓発する考え方。あるいはホームページだけ

ではなくて、それ以外に何かシンポジウムをやるとか、そういった御意見で

ございまして。部会といたしましても、これは大変効果的な啓発の実施でご

ざいますので、適切な情報を府民に知ってもらうべく、より今まで続けてま

いりましたものを一層強化するというふうに理解させていただきました。 

二つ目は、やはり生活排水の関係で未処理の生活排水の対策、浄化槽、こ

うったものを整備するということが負荷の削減に非常に大事だという考え方



－11－ 

でございまして。これも、そのとおりでございますので、浄化槽の清掃点検、

あるいは検査等徹底させることによって、その負荷を削減する方向に持って

いくというふうな考えを取りました。いずれもこの考え方を踏まえまして、

審議いたしまして、報告の中に盛り込ませていただいております。 

それでは、資料の２－１、横長のＡ３の資料を、これはまとめたものでご

ざいます。左上に検討の背景というのがございますが、言うまでもなく閉鎖

性水域におきましては、いまだ水環境は徹底してよくなっていないというこ

ともありまして、より一層その水質保全を図る制度といたしまして、第６次

総量規制削減を行うというような背景がございます。目標年度といたしまし

ては、平成21年度でございます。これは、通例環境大臣からこの総量削減基

本方針というのが策定されまして、通知がございます。この真ん中の細い線

で囲った枠の中にありますように、大阪湾といたしましてＣＯＤにつきまし

ては、133トン/日という値にするようにということで、窒素、りんについて

もこのような方針が打ち出されております。この133トンのうち、大阪府が受

け持つというものが76トンであります。ほかに大阪府に関係する府県が兵庫

県、京都府、奈良県といったようにございますので、大阪府はこのＣＯＤに

ついては76トン、窒素については67トン、りんについては4.3トンというふう

な目標を立てなさいということでございます。 

左下の２の枠を見ていただきますと、大阪湾の水質の現状と課題をまとめ

ておりますが。左の棒グラフで見ていただけますように、削減の量といたし

ましては、ここ30年間ごらんのようにずっとこう低減しておりまして、目標

のとおり達成しておるようなわけでございますけれども。この負荷を受ける

側の大阪湾といたしましては、その右に載っておるように全体としてやや改

善傾向にあるようなものの、総量削減と同じ程度に環境の状態がよくなって

いるかというと必ずしもそうでないと、ここが大きな問題点でございます。

赤潮も若干減ってきてはおりますけれども、依然として発生しております。 

そこで、大阪湾の再生の取り組みという現状がございまして、豊かな「魚

庭の海」を回復するというこういう大阪湾再生行動計画。こういったものも

現在はございますが、より大阪湾の水質の大きな課題といたしましては、内
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部生産を抑制しなければ状態はよくならないだろうという内部生産の抑制と

いう問題があります。さらに流入負荷といたしまして、その生活排水系のこ

の処理をもっと効果的にやること、あるいは計画的に整備すること、または

生活雑排水対策の啓発をどんどんとやるというふうなことで、大阪湾に関し

ましては、その湾の中だけでなくて、集水域全体を見渡してその関係者の協

働によりまして、一層その水質改善に努めるべきであるという課題がござい

ます。 

このような課題を受けまして、右の３の枠を見ていただきますと。今言い

ましたように、引き続きこの総量規制という形でＣＯＤを削減するというこ

と、これは必要であるということ。それから２番目に内部生産を抑えるため

にどういう方策を取ったらいいかということの中で、底質の溶出を抑えると

か、あるいは自然浄化の力を利用して干潟・藻場の造成などに努めるという

幅広い取り組みをあわせて推進するというふうな考え方になります。 

また、３といたしまして、他府県あるいは市町村を初め、住民ＮＰＯ企業

等の各主体と協働して一体になって取り組みを推進すると。こういう考え方

に立たなければならないだろうというまとめをしております。 

裏側を見ていただきますと、左側に４の枠、右側に５の枠がございます。

この左側の４の枠で、その削減計画の概要を示しておりまして。まず削減の

目標量といたしましては、先ほどＣＯＤの場合、大阪府は76トンということ

でございましたが、この76トンをさらに生活排水として57トン、産業排水と

して14トン。その他計として５トンというふうに目標を立てました。りん、

窒素につきましても、同様の考え方で目標量を立てております。 

さて、この削減する目標量をいかにして達成するかというその方途でござ

いますけれども、左の真ん中の枠に出ておりますように、まずは生活排水対

策といたしまして、下水道の整備はもちろんのこと、その下水道の処理の高

度処理施設の導入とか、あるいは合流式下水道を改善するとかいうこと、そ

れから生活排水処理施設の整備ということで、浄化槽市町村整備推進事業を

導入するということ。さらには先ほどのパブリックコメントにもありました

ように、一般家庭における生活排水対策としまして、ホームページを活用す
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る、あるいは生活排水対策推進月間というふうなものを設けて啓蒙するとい

うふうな方法があります。②のところに産業排水対策というのがありまして、

これが総量規制基準の設定ということで、一番従来から重点を置いてきたよ

うな形にはなっておりますけれども、必ずしもこの総量規制の基準の設定だ

けではうまくいかないと、いきそうにないということは先ほど御説明したと

おりであります。しかし、これは当然その継続すべき重要な対策だという認

識を持っております。それから③といたしまして、その他の汚濁発生源とい

うことで、農地、それから畜産排水、養殖漁業、漁場等を改善して負荷量を

減らすということになります。 

この①、②、③は、特に②などは、比較的数値を上げて目標を達成すると

いうことが可能でございますけれども、下に出ておりますように、それだけ

では不十分だということで、量的な評価は非常に困難なんですけれども、大

阪湾の再生と取り組みの推進ということで、再生行動計画をもっともっと進

めようとか、あるいは循環型社会における資源サイクル、リサイクルという

ことで、水の回収利用というふうなことを促進する。あるいは健全な水循環

を回復するということで、森林農地の涵養能力をもっと上げるということ。

それから雨水利用の促進ということで、降雨から海に捨てるまでの水を有効

利用しようということを考えたりいたします。それから、人工海浜、干潟等

の造成保全につきましても、先ほど申しましたように、教育啓蒙の場で大阪

湾に対する学習機会をもっともっと提供しようということなどがございます。 

さて、先ほど申しました産業系の排水対策として総量規制基準を設定する

と申し上げましたけれども、その規制基準の概要が右側のページの枠に出て

おります。対象となる事業場は一日の排水量が50トン以上で、それで法に定

める水を使う施設を持っている事業場に限りますが、これがＣＯＤにかかわ

るので281業種の区分がございます。窒素に関しましても大体同程度で280。

りんは、少し少なくて245区分ということになりますが、その一つ一つの区分

についてその業種の内容を見、あるいは排水の実態を調べ、そこで処理をし

ておりますその技術水準などを勘案いたしまして、その排水量を現実に割り

当てていくわけです。総量規制ですから、濃度規制ではございません。つま
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り、濃度Ｃというものと排水量Ｑというものを掛けますと負荷量になります

ので、この負荷量をＬという記号で書いておりますが、このＬの値を規制の

対象とするわけでございます。特にＣＯＤのところで申し上げますと、ＣＯ

Ｄを排出する施設には、古いものとそれから新しいものとその中間というも

のがございまして、これもこれまでやってきましたように、昭和55年６月30

日までの施設につきましては、それなりの総量規制の考え方、それから中間

的な施設、時代のもの、それから新しいものは一番厳しくできるわけでござ

いますが、その量を規制する係数がＣという係数、Ｃ値と呼んでおる係数で

ございます。濃度になるわけです。今言いましたように、これは国の方の提

示でもって、Ｃの値は最高これぐらいから最低これぐらいまでの間におさめ

なさいと、こういう提示がありますので、その値の範囲内で府の方でいろい

ろと検討いたしまして、このＣという濃度値を決めることになります。その

Ｃ値の一番下限を取りますと、一番厳しい規制の仕方になります。これまで

も、大阪府といたしましては、かなり小さい値を取ってきましたけれども、

今回も大部分の区分で国のこのＣ値の範囲内の下限値を採用するというよう

なことで、部会で認めております。 

以上のようなことでございまして、量で規制するものと、それから量では

っきり規制できないものとがあるという、そこがこの総量規制の難しい問題

です。もう二、三十年前は非常に効果があったけれども、これからいかにし

て大阪湾をきれいにしていくかということを考えますと、部会でいろいろと

議論したところでございますけれども、もはや総量規制という規制値、排水

規制だけに期待するのではなく、流域全体の住民がいかにして負荷を発生さ

せないかという、その辺の問題が重要視されるべきであるということであり

まして、まさにパブリックコメントでいただいた二つのその産業系の事業場

から余り汚濁を出すなという意見ではなくて、流域に住んでいるみんなが協

力し合って負荷を少なくしていこうじゃないかということにかかわる意見で

あったかと思います。 

そういったことをいろいろまとめまして、最後に報告のまとめといたしま

して、分厚い２－２の資料の30ページをちょっとごらんいただきたいと思い
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ます。 

ここのところに、今回部会での検討のまとめが書かれておりますけれども、

総量規制も第６次を数えまして、発生する汚濁負荷量は徐々に減少されてき

たところではありますが、だんだんとその削減が難しくなってきているとい

う事実があります。そのため、今回の総量削減計画では負荷量の削減に加え

て大阪湾内での浄化を促す取り組みや、先ほど申しました健全な水循環を回

復させるという、こういう思想のもとに幅広い取り組みをしなければならな

いということを述べております。また部会といたしまして、この第６次総量

削減計画に挙げました各種の施設を、大阪湾再生の取り組みと連携して推進

することによって、より豊かな大阪湾が再生できるのではないかというふう

な趣旨のことをおわりにのところでまとめております。以上、部会で討議い

たしましたことをまとめたものを報告させていただきました。 

南会長  村岡先生、どうもありがとうございました。 

一昨年の11月に諮問を受けて以来、部会におかれましては、本当にただい

まその骨子を御説明いただきましたが、大変な作業に大変精力的に取り組ん

で御検討いただきまして、その報告をまとめていただいたということで、部

会長の村岡先生を初め、委員の皆様方にこの場をかりて厚く御礼申し上げま

す。 

この案件につきましては、先ほどもちょっと御紹介しましたように、昨年

11月の審議会で既に中間報告について御審議いただきまして、その後、府民

の御意見も募集いたしました。件数としては２件でありますが、この資料２

－３を見る限り、非常に専門的な立場からの御意見もいただいたというふう

に感じております。それらをこの報告書にも十分に反映させていただきなが

ら、全体としておまとめいただいたということでございます。 

このＣＯＤあるいは窒素、りん、ずっと大阪湾を経年的に見ますと随分よ

くなってきているという気はいたしますが、なお村岡先生がおっしゃられた

ように、赤潮も発生しておりますし、必ずしも全体として本当にこのままで

よいのかといったようなことも気がかりな点もございます。かなり課題はク

リアされていると思いますが、ただいまいただきましたこの部会からの御報
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告、これについてまず御質問、御意見をお願いしたいと思います。 

非常に我々の生活に密着した部分の生活排水という部分も含んでおりまし

て、各府民一人一人が気をつける必要があるという内容も当然入ってきてお

りますが、全体にわたって何か御質問とか御意見ございませんでしょうか。 

相当多岐にわたっているのと、膨大であるという点で気がかりではありま

すが。ちょっとお時間を取らせていただきます。 

はい、どうぞ。山口委員。 

山口委員  大変難しい部分をまとめていただきまして、説明を聞かせていただ

きました。１点、先生の専門的な部分でちょっと御質問ですが、ことしの冬

は非常に温暖化の中で、雪が降らないということで琵琶湖の水質保全、水が

非常に悪くなるだろうということが予測されております。そういった琵琶湖

から淀川からいろんなところから大阪湾に流れてくる部分でどういった影響

があるのか。 

もう一つは大阪府の事務局のところで、非常に生活排水に対するみずから

の啓発という部分で、非常に大きな生涯学習だとか学校における環境学習、

企業における環境学習というものが非常に取り組まれなければいけないんで

すけれども、従来からここのところにかつて合成洗剤が普及したときに、非

常にりんの問題が問題になって、河川の汚染の部分が非常に論議になったと

ころだと思います。そういった部分で、いわゆる家庭で使われております台

所、おふろ、それからトイレの清掃にかかわるそういった薬品ですね。随分

私たちは安易にこれはいい香りだとかそういった部分で使ってしまいがちな

んですけれども、そういった環境物質のいわゆる害、適量に使うという、そ

ういった企業に対してはどういうふうな指導があるのか。企業が消費者側に

どういうふうに説明をしていくのか。私たちも安易にそういったものに頼ら

ない方法というのが当然出てくると思いますけれども、そういった30数年前

に起こりましたそういった石けん、合成洗剤、そういった部分の議論の中で

思い起こす部分で、どういったこういったテーブルにつくような啓発活動を

しているのかということをちょっと具体的にお答えいただきたいと思います。 

南会長  それでは、今の意見に対して、村岡先生、よろしくお願いします。 
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村岡部会長  二つ御意見いただきましたようですが、あとの方はちょっと事務

局の方からも補足していただきたいと思いますけれども。 

水質を監視するという立場からいきますと、要監視項目を含めまして80項

目公共用水域で監視しております。その中には、多分今山口委員がおっしゃ

ったような微量化学物質、環境ホルモンとおぼしきものも含めまして、監視

しておるわけで。そのモニタリングという立場から、水質は一応監視してお

るというふうな形になります。 

それから最初の御意見ですが、これは大変難しいんですけれども。琵琶湖

の集水域でかなり雪が降るところがあるのは皆さん御承知のとおりでありま

すが、この雪が少なくなりますと、水量はもちろん少なくなるということと、

それから今までバランス取れてきました流量のおくれとか早さとかいうのが

雪の量によって解ける早さとかが関係してきまして、琵琶湖に対するその流

入の状態が変わってきます。大阪府としては、こういう言い方はいけないん

ですけれども、琵琶湖の集水域につきましての雪の状態はまず琵琶湖が受け

とめてくれるという形になるかと思います。もちろんそれで、我々知らない

んだということで安心しているわけにはいきませんが、多分滋賀県の方でも、

そういった同じような問題を審議会の場で討議されているものと思います。

そういった雪の量の多寡だけではなくて、私は一番心配なのはやっぱり地球

温暖化の現象がいかに降雨の状態に響いてくるかということです。一般に言

われているのは、雨の量、全体の量は変わらないけれども、強く降るとき、

あるいは全然降らないときなどが長く続いたりというふうな出入りの激しい

降り方になるということと。それから、それを一番最初に受けとめてくれる

森林が、森林域というものが必ずしも完全な保全がなされていくわけではな

く、よく言われているように、保水能力等につきましてもやや劣化しておる

ということがございます。これは森林政策にもかかわることかと思うんです

が。そういったことで、今この地球温暖化がどう進んでいって、それがどう

いうふうに河川に流れ出てくるかというあたりをやはりモニタリングという

立場で追求していくしか仕方がないというか、そういうふうなことかと思い

ます。 
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お答えになりましたかどうか。 

南会長  ただいまの山口委員の御質問、１点目の雪の問題、これは村岡先生か

らお答えいただきました。ちょっと１対１の対応をもとめるというのは、か

なり難しい、総合的に降雨量、あるいは降り方、いろんな総合的なあるいは

温暖化、そういう観点からの今後のモニタリングが必要という、そういう答

えだろうと思います。 

２点目に関する問題を主に今、規制になっているＣＯＤと窒素、りんと、

こういう立場だけで考えれば、いろんな洗剤とかほかの化学物質、これは窒

素、りんに対して余り効くとは思いませんが、やはりＣＯＤの問題があろう

かと思います。そのあたり、今、村岡先生の方からもお答えいただきました

が、事務局何か補足、追加する事項ございますか。はい、どうぞ。 

葉山環境保全課長  環境保全参画部の葉山でございます。 

窒素、りんの関係では、先ほど山口先生おっしゃいましたように、昔は石

けんのことで、石けんを使おうということでやってたんでけど、今は企業の

方もグリーン洗剤等を開発されまして、一概に石けんとか化学合成洗剤とい

うわけではなくて、我々としては使用量を適切に使っていただこうというこ

とで、実は今年度から大阪府生活排水対策推進月間ということで、河川の水

量の少なくなる２月を月間に当てまして、そのキャンペーンのために標語を

募集いたしました。１位になったのが、「洗剤、袋、お買い物、ちょっとの

工夫できれいな川に」ということで、やはり洗剤等の、今山口先生おっしゃ

っていただきましたように、洗濯とかお風呂とか洗い物、こういうものにつ

いてもちょっとの工夫。洗剤を少し使うという、少しだけ適量を使うという

ことで、最終的にはきれいな川になるというような趣旨を込めまして、そう

いうキャッチフレーズを公募した中から選んでおります。２月に、実はホー

ムページ上でいろいろな情報提供、あるいは啓発活動をしているだけではな

く、全国でワースト３に入ってる見出川周辺のスーパーなどで、この間から

３日間か４日ほどかけまして、４回ほどかけましてキャンペーン活動をやっ

たりですね、そういうことをさせていただきまして、いろんな媒体を使って

啓発活動を進めていこうということで、ラジオ番組とかメールマガジンとか、
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チラシポスターを配布とか、そういうことも努力してやっておるところでご

ざいます。生活排水対策としては、企業だけじゃなくて、我々自身も努力せ

なあかんということがありますので、今後もそういうことで、わかりやすい

情報提供に努めてまいりたいというふうに考えております。 

南会長  ありがとうございました。 

というようなことで、行政の方もキャンペーンを張りながら、やはり生活

排水の少しでも個人個人が気をつけて汚さないようにしていきましょうと、

そういうキャンペーンに努めているという、そういうことでございます。山

口委員の御質問の件、２件とも今即座に答えが出るというものではないと思

いますが、貴重な御意見として承らせていただきます。ありがとうございま

す。 

そのほか。はい、どうぞ。 

高橋委員  今、行政の方が言われましたキャンペーンのことですが、やはり公

の人は、とても努力をしている人は努力してるんですね。努力してない人は

全然してないという、二極分化ですね。ただ若い世代の人たちは、どんどん

環境に対して、とても環境コンシャスというのが出てきていると思うんです。

やはりキャンペーンの仕方をある程度、もう少し今後のことですけれども、

効果的にできないか。例えば先ほど部会長が言われましたように、大阪湾再

生計画というものをとても大きく取り上げて、琵琶湖での赤潮のキャンペー

ンのように、大阪湾をシンボルにして変えていくとかいうようにならないか。

個々のここではやってます、やってない地域では全然わからないではなく、

そういうふうな抜本的な、少しその規制というよりも、新しい生活を変えて

いくんだという夢のある暮らしという、そういう積極的キャンペーンをやら

れることの方が大事じゃないかと、特に思います。今の若い世代はとてもビ

ジュアル世代とか感覚世代ですので、感覚によってそれをぐっと生活を変え

ていくという考え方で、私たちの中高年世代は理論的にやっていくという人

が多いんですけど、その辺も今後の新しい課題としてぜひ見ていただきたい

と思っています。 

  それと２点目ですが、再生案の取り組みのところに、やはり循環型社会にお
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ける資源リサイクルの推進という。これが今後の大きな日本の課題だと思っ

ております。雨水がふんだんにあって、それが全部流れてしまって、規制に

よって大阪湾をきれいにするというだけではなくて、いわゆる身辺の水をす

ごくうまく使っていくと。それを今後環境の経済論に結びついていくような

ことをこれから行政は考えていただきたいと思います。日本企業がこれから

先端企業として世界に生きていくためには、環境技術というのはとても大き

な役目を担っていると思います。そこで、いつも私どもは家で思ってるんで

すけれども、この水をうまく流したいと思いながら、なかなかそういうツー

ルがありませんし、個人でやるのは物すごいお金もかかります。それを企業

がいろいろ行政が誘導してくださることによって、企業を規制するのではな

くて、企業も生きていく、私たちも生きていく、そういう環境技術を開発し

ていく誘導政策をぜひ取っていただきたいと思っています。 

  以上、２点でございます。 

南会長  ありがとうございました。 

  ただいま、高橋委員の二つの御意見を御意見として承るということでよろし

ゅうございますでしょうか。はい、ありがとうございます。 

  キャンペーンの方法をより効果的にならすような工夫、さらには循環型社会

での取り組み、そういうものの啓発も含めて取り組んでいただきたいという

御意見として承らせていただきました。 

  そのほか。はい、どうぞ。 

益田委員  もうちょっと素朴なことを聞きたいんですけど。現状の水質が随分

改善されてきたんだけれども、この最近改善がなかなか進まないということ

が、実際にあるわけですが。そのときに、考えれるのは、実際に家庭から出

す排水を注意して、汚さないようにする。それから下水道整備を進めるとい

う２点でもってやっていけば、きれいになっていくというのはわかるんです

けれども、もうちょっと素朴な問題として、よりその改善が進まない原因が

どちらにあるのかですね。例えばもう随分下水道も整備はされてるし、事業

主から出てくるようなものというのは随分努力されてると思うんですが、例

えば下水道の整備をもっとさらに進めていけば、現状の家庭排水であっても
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もっと水がきれいになっていく可能性があるのか。あるいはもう今下水道整

備はもう十分に進んだので、これ以降はそれぞれの家庭でもって家庭排水に

注意する以外に有効な方法はないのかというところをお聞きしたいんですけ

れども。 

南会長  今の益田委員の御指摘は、なかなかこの削減が進行しない、進捗しな

い原因、それが何であるかということに対する把握の問題、あるいは今後ま

たどう取り組もうとするかという、そのあたりの御意見と思います。 

  はい。村岡先生。 

村岡部会長  十分に私からお答えできるかどうかわかりませんけれども。下水

道の整備については計画が着々と進んでいて、かなりの普及率だということ

です。それ以外にやはり生活雑排水が未処理というのが、880万人の人口のう

ち106万人というふうに言われておりまして。これについては早急に40万人ぐ

らいは改善して、浄化槽を設けるというふうな形になっております。いずれ

にしましても、その大阪府全域で何らかの形でやはり浄化槽及び下水道を

100％達成するというのは、ちょっと難しい面が、地域によりましてはね、あ

ると思うんですが、努力はなされておるということです。 

それよりも、私が大阪湾がなぜ余りよくならないのかということにつきま

しては、やっぱり内部生産ということもあるんですけれども、過去やっぱり

50年間ぐらいため込んできた底泥ですね、これが余りよくないということは

明らかでございます。水質の測定をしましても、表層の水質に比べて底層付

近の水質は非常に悪いということがあります。それから、場合によっては新

聞にも出ておりましたけれども、しゅんせつによって深掘れしておる場所も

ございまして、そういったものをいかにこれから埋め戻す。深く掘れますと

ここに水が沈滞いたしますから、それだけ悪くなるんです。 

それからもう一つ大事なことは、外海から黒潮の蛇行性によって、意外に

大きな窒素・りんの負荷が紀淡海峡から入ってくるということが明らかにな

っております。ただ、これは人間で制御できるようなものではございません

が、これがどういうふうな現象になっているかという点をもう少し科学的に

追求するということがまず必要かと思うんですけれども。場合によったら明
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治の初め、あるいは江戸時代においても赤潮が見られたという話もございま

すので、大阪湾全体が最終的に何を目標にして、どのレベルを目標にしてや

るべきかということを、もう少し科学的な知見をそろえて検討していく必要

があろうかというふうに思います。 

南会長  どうもありがとうございました。 

村岡部会長からのかなり専門的な立場からの御説明をいただきました。根

本の解決が今のお話だとやはり黒潮までさかのぼるということは、相当の大

がかりなこと。しかもまた一方で何十年とため込んできた問題。そうしてむ

しろ浄化槽の問題というのが一番近い問題というような今の村岡部会長のお

話、逆にお話したような感じですが、一番最後あたりまでいきますと非常に

難しいなという、そういう印象を強く持ちました。益田委員の御指摘も多分

今の村岡部会長の御説明でかなりかみ合ったようになってると思いますが、

だからあしたこれがもっと改善されるということが、非常に難しいなという

ことを強く感じた次第です。 

よろしゅうございますでしょうか。 

益田委員  今ので少しだけつけ足しなんですけど。行政と生活している者が、

じゃあ何ができるかという問題なんだと思うんですけど。村岡委員の言うこ

とで大体理解はしたんですが。やはりその集中的に下水道の管理していく都

市域だけじゃなくて、周辺部で実際に下水道が通っているにもかかわらず、

その費用の点から下水道に接続していないところとかというのが結構中流部

には残ってますよね。だから、そういうところに対する、今キャンペーンの

お話を随分の方がされてましたけど、そういう方たちに対する例えば補助で

あるとか、それからもっとキャンペーンを進めていって、できるところから

やっていくというようなことはやっぱり大事なのかなというふうに思います。 

南会長  ありがとうございました。 

  今、さらに益田委員の御指摘されたことは、これは個人レベルで本当に一番

近いところ、それを行政がどうできるかという、そういう課題だろうと思い

ます。これについては、一応行政に対する注文、課題というふうに受けとめ

させていただきます。よろしゅうございますでしょうか。 
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ほかに。 

特にないようございましたら、今いろいろ貴重な御意見をいただきました。

それらを踏まえながらでありますが、部会からいただいたこの報告、これを

もって審議会の答申という形でお認めいただけますでしょうか。特に、これ

を修正するとか加筆する、そういう必要性はありませんでしたので、これを

もって答申とするということでお認めいただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

南会長  はい。どうもありがとうございました。 

村岡先生、本当に部会長ありがとうございました。その他の専門部会の先

生方にも厚く御礼申し上げます。 

それでは、３番の廃棄物処理対策の改定ということで、これを昨年３月の

第30回の本審議会で諮問がありまして、これも部会で専門的な見地から審議

をいただきまして、昨年11月の第32回、前回でありますが、中間報告をいた

だきました。それでその後、審議を経て、本日報告を答申案をいただいてお

ります。これにつきまして、池田部会長の方から説明をお願いします。 

池田部会長  廃棄物処理計画部会の部会長を務めました池田でございます。 

それでは、私の方から廃棄物処理計画の改定に関する部会での検討結果に

ついて御報告をさせていただきます。まず、考え方を取りまとめました経過

について述べますと、廃棄物処理計画部会は昨年の６月に第１回目の会合を

開きまして、以降11月までに３回の部会を開催いたしまして、計画の基本的

な考え方を定めました序章の案と具体的な施策を記述しております第１章以

降の骨子の案についてその時点で取りまとめまして、11月21日の第32回の本

審議会に中間報告をさせていただいたわけです。その後、12月に第４回の部

会を開催いたしまして、全体会議でいただきました御意見なども踏まえて検

討を行いました。今年に入りまして、１月４日から２月の３日まで１カ月間

ですけれども、計画案に対する府民意見の募集を行う、いわゆるパブリック

コメントの手続を実施いたしました。提出いただいた府民意見については、

２月に開催いたしました第５回の部会におきまして、部会の考え方について

検討を行いまして、この意見を取り入れる必要性のあるものについては、計
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画案に必要な修正を加えたということであります。 

以上が、本日の報告になりました経過です。 

それでは資料に基づきまして、資料３－１になりますけれども、次期の廃

棄物処理計画案の概要について御説明をいたしたいと思います。 

まず、この資料の３－１をごらんいただきたいわけですが。資料の左側の

１に計画改定の背景等ということが書かれております。それから、真ん中に

なりますが、７の重点施策まで。これは計画案の序章ということで、前回中

間報告をさせていただいたわけですが、それと内容的には余り変わっており

ません。基本理念は天然資源の消費が抑制され、環境への負荷をできる限り

低減する循環型社会を形成するということ。また基本方針では、１が廃棄物

の発生抑制、２がリユース・リサイクルなどの資源の循環的な利用、３が適

正処分、４が府民、事業者、市町村等との連携ということで、前回の計画の

考え方を引き継ぎながら、これらを実現するための循環型社会の形成に向け

た将来ビジョンを明らかにして、以降の計画期間中の具体的な取り組みの方

向として循環型社会の基盤の確立、これを掲げることにいたしております。 

そのもとで、減量化目標につきましては、さきの計画の平成17年度目標の

達成状況を踏まえまして、平成22年までには一般廃棄物、産業廃棄物とも最

終処分量をそこに表がありますように、一般廃棄物では56万トン、産業廃棄

物では53万トンということで、平成17年度実績の約２割削減をするというこ

とを掲げております。 

６の廃棄物対策における課題といたしましては、大量に発生する廃棄物と

リサイクルの推進、困難な廃棄物処理施設の整備、有害廃棄物の適正処理、

悪質化する不適正処理の４項目を掲げております。 

また７の重点施策につきましては、リサイクル・排出抑制の推進というこ

とで10項目、資源循環の推進に向けた基盤整備として４項目、適正処理の徹

底として４項目、各主体との連携として３項目を掲げております。 

８番目の個別施策につきましては、昨年の11月の中間報告のときは骨子の

みをお示ししたわけですけれども、今回は文章化をいたしまして、第１章と

して一般廃棄物、第２章として産業廃棄物、第３章として循環型社会の形成
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に向けた施設の整備、第４章として各主体の役割と連携等を計画案として取

りまとめています。 

第１章の一般廃棄物では、減量化目標を達成のための施策として、府民、

事業者等の実践活動の推進、市町村の分別収集の促進、一般廃棄物処理、こ

れは特に市町村の集める家庭系ごみになるわけですけれども、一般廃棄物処

理の有料化の導入の促進ですね。また適正なごみ処理の推進では、市町村に

おける施設整備、ダイオキシン対策など。またし尿及び浄化汚泥の適正処理

の推進では、適正処理に加え汚泥の資源化などについて記載しております。

有料化の導入の推進につきましては、重点施策では１のリサイクル、排出抑

制の推進の家庭ごみの排出削減の推進の中で、分別収集の促進や市民への啓

発などを合わせて総合的に取り組むこととしておりますが、第１章以降では

それらを個別にまた記載をしているところです。 

第２章の産業廃棄物のところでは、減量化目標達成のための施策として事

業者の自主的な取り組みの促進、あるいは建設廃棄物の発生抑制やリサイク

ルなど適正処理の推進では、排出事業者に対する指導の徹底、あるいはアス

ベスト廃棄物などの有害産業廃棄物の適正処理などについて記載しておりま

す。その他に産業廃棄物処理施設の整備、健全な処理業者の育成、不適正処

理対策についても記載しているところです。 

第３章は、循環型社会の形成に向けた施設整備ということを掲げておりま

す。ここでは民間施設の立地促進として、大阪府エコタウンプランの推進や

市町村の施設整備などについて記載をしているところです。 

最後の第４章になりますが、この第４章は各主体の役割と連携等というこ

とを掲げております。ここでは、府民、事業者、行政の役割を明らかにし、

その連携に努めるとともに計画の進行管理に努めるということを記載してお

ります。 

続きまして、計画の本体であります資料３－２の方をごらんいただきたい

と思います。 

今、説明いたしました概略がその序章になるわけですけれども、それを踏

まえて序章、１章、２章を今説明をいたしましたが、さきの本審議会でいた
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だきました御意見をどのようにこの報告書に反映したかということについて

御説明をいたします。 

まず、計画案の20ページです。20ページをお開きいただきたいと思います

が、④の各主体との連携の府民、事業者、市町村等との連携の強化の最初の

段落の２行目のところに、「特にリサイクルやごみ減量化の実践活動に先進

的に取り組んでいる事業者や府民団体、ＮＰＯ等と連携することで」という

文章ですが、それは中間報告のときには循環型社会を目指すには技術面での

企業との連携や環境問題に専門的に取り組んでいるＮＰＯとの連携が重要で

あるという御指摘を、これは山口委員から受けていたと思いますので、そこ

のところを意識いたしまして、追加したということです。 

また、同じ項目の最後の段落になりますが、中間報告時にため池などの環

境美化活動にも力を入れるべきだという御意見をいただいた。これは坂本委

員から御意見いただいたと思いますが、それを生かすということで、「河川

やため池、道路などの公共空間における清掃・美化活動は、廃棄物の適正処

理に対する府民意識を醸成する上でも有効であり、その推進に努めます」と

の記述を追加しております。 

また、市町村の分別収集ができていない。ある程度統一して取り組んでい

くべきだという御指摘を高橋委員からいただいたと思います。この点につき

ましては、中間報告時は骨子のみを示しておりましたけれども、第１章の今

回の計画案では34ページをお開きいただきたいと思います。34ページの３の

減量化目標達成のための施策の（２）の市町村の分別収集の促進において、

分別収集を促進するとともに、標準分別収集区分についても記載をすること

にいたしました。 

次に36ページの最初の項目をお開きいただきたいと思います。ここでは、

益田委員からだったと思いますが、中間報告にリサイクル率の向上のために

はデポジット制度の導入が効果的ではないかという御指摘があったわけです

ね。その点についても検討いたしまして、デポジット制度自体は使用済み製

品の回収に効果的であるというふうに考えられるわけですけれども、その導

入ということになると、消費者とか事業者等の広範囲にわたる関係者のコン
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センサスを得なければいけない。また全国レベルで実施するということが望

まれるわけで、大阪府においても法制化も含めて国に要望を行っている状況

です。したがって、本計画では経済的手法の一つの例示としてデポジット制

度を記載するということにいたしました。 

また、その他に家庭ごみの有料化については、有料化だけではごみが減る

ものではないと。府民の意識改革などの取り組みも重要であるという御意見、

これは岸上委員からいただいたと思いますが、この点につきましては、部会

でも同様の意見が非常に多かったわけです。 

そして、先ほどの資料３－１でも説明を少しいたしましたけれども、計画

案の15ページですね。本体の15ページの方を開いていただきたいんですが。

そこのところを家庭ごみの排出削減の推進という項目がありますが。その中

では中間報告時から有料化の導入促進だけではなく、分別収集の促進、府民

への啓発など総合的に進める旨の記載をするということにさせていただいて

おり、そこに一応あらわれているというふうに取っていただきたいと思いま

す。 

以上が廃棄物処理計画の改定についての報告の内容ですけれども、続きま

して、資料の３－３によりまして、先ほど述べましたパブリックコメントの

結果等について御報告させていただきます。 

このパブリックコメントによって、提出された意見は全部で16件でありま

して、内訳は一般府民が10件、事業者が３件、各種の団体が３件となってお

ります。１件当たり複数の御意見もいただいておりますので、意見の項目数

にいたしますと、72項目ということになります。その個別の意見とそれに対

する部会の考え方の詳細につきましては、この資料の３－３の10ページ以降

に別添の資料として綴じておりますので、ごらんいただきたいと思います。

この提出されました御意見について、部会ではこれを検討いたしまして、計

画案の中に記述するということをする必要性のあるものについては、検討い

たしまして、実際に計画案を修正することにしたのは、16項目ということに

なります。修正の概要につきましては、この資料の１ページから８ページに

まとめております。その内容について、計画案を修正することとしたもので、
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大きなものについてだけ御指摘いたしますと、資料の２ページの意見の№10

及び同じく意見の№12ですね。そこでは、今後は事業系の廃棄物が重要な課

題であることを明記すべきだという御意見がありました。この意見とそれか

ら３ページの№19、それから７ページになりますが、№の64。これらでは、

再生資源業者の役割を明確に位置づけるべきという御意見です。以上につい

ては、この計画案の中に取り入れるということをいたしております。また、

計画案を修正するには至りませんでしたけれども、先ほども述べました家庭

ごみの有料化については、反対との御意見も数件ありましたが、計画案では

先ほど述べましたように、経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排

出抑制、あるいは再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化、あるいは

住民の意識改革ということを進める上で効果的であるということで、有料化

は総合的に勘案して推進するというような立場からこの内容を書いておりま

すが、他の施策とあわせて、総合的に家庭ごみの排出抑制に取り組むという

ことは先ほど述べたとおり、そのような書き方をしております。 

また府民意見の募集とあわせて、市町村に対しても事務局の大阪府から意

見照会を行っていただいております。市町村の方から意見ということで、６

カ所の修正について資料の９ページにまとめております。市町村からいただ

きましたこの御意見は具体的な記述内容の文言の修正が中心ですけれども、

市町村意見の№２では、ここでは市町村の一般廃棄物処理基本計画との整合

性についても明記すべきという御意見をいただいており、この点については、

序章の計画の性格に記述を追加するということにしております。 

以上が、府民意見等による主な修正内容ということで、先ほどの資料の３

－２では、廃棄物処理計画案で以前と比べて修正いたしました箇所について

は、大体下線を付しているということで、その下線の付したところが手直し

したところだというふうに御理解をいただきたいと思います。 

以上で、廃棄物処理計画の改定についての廃棄物処理計画部会での検討結

果を御報告させていただいたということにしたいと思います。 

南会長  池田先生、部会長として非常に御尽力いただきましてありがとうござ

いました。 
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  昨年11月の中間報告で審議いただいて、その後のパブリックコメントも非常

に多数の御意見が寄せられた。それらを勘案しながら中間報告を必要なとこ

ろを修正して、本日のこの資料の３－２として取りまとめていただいたとい

うことでございます。まず、部会長の池田先生を初め、部会の先生方の御尽

力に対してこの場をかりて厚く御礼を申し上げます。どうもありがとうござ

いました。 

それでは、ただいま池田部会長の方から、前回の本審議会の中間報告での

委員の皆さんの意見を踏まえ、さらにパブリックコメントも踏まえて加筆修

正していただいた状況を御報告いただきました。加えての、重ねての御質問、

御意見ございましたら、お願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

はい、どうぞ。 

熊井委員  簡単な質問なんですけれども、このきょうの資料３－１の８番目の

個別政策の一番最後の方の循環型社会の形成に向けた施設整備のうちの最終

処分場の再生に関してちょっと質問なんですが、これは、今後大分いろんな

ところで重要な問題になってくると思うんですが、具体的な例として、この

厚い方の紙の81ページに堺第７－３区の具体的な計画について記載されてお

りますけれども。ちょっと心配なのは、こういう処分場の跡地の安全性に関

するモニタリングの件なんですが、特にほかのところはわかりませんけれど

も、発生ガスとそれから地下水ですね。ここの場合なんかは、地下水はむし

ろ海側から内陸側の用水をしている方に流れていくという、そういう場所も

あるもんですから、この辺の監視というか、モニタリングはちょっと大事か

なと思うんですが、何か計画はございますでしょうか。 

南会長  これはお答えは事務局から。はい、それではお願いします。 

鈴鹿循環型社会推進室長  循環型社会推進室長の鈴鹿でございます。 

ただいま御指摘ございましたように、７－３区、地区水については、ＣＯ

ＤとかｐＨとか、依然として高い状況がございまして、処分場としては、も

う受け入れは終わっておりますけれども、現在モニタリングを継続中でござ

います。最終処分場を閉鎖するというのは、これは水質基準等クリアしなけ

れば閉鎖はできませんので、それまでの間は引き続きモニタリング等を継続
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をしていくと、そういうことで現在もやっておるところでございます。 

熊井委員  そうすると、この計画とそのモニタリングが並行して行われてくる

ということになりますかね。あるいはそういう安全性が確保されてから計画

に移るということなんでしょうか。 

鈴鹿循環型社会推進室長  最終処分場の再生ということで、暫定的な利用とし

て、ここに書いてございますような自然の再生、共生の森、こういう事業を

暫定事業としてやっておると、こういうことでございます。ですから、継続

してモニタリングはしながら、影響のない範囲でこういう共生の森という事

業を暫定事業として進めていく。そういうことでございます。 

熊井委員  そうしますと、その発生ガスで基準値以上になった場合に、この施

設を閉鎖するとか、そういうことが必要になってきますね。 

鈴鹿循環型社会推進室長  ガスにつきましては、これまでからも発生はござい

ません。水の問題がモニタリング等で基準を超えており、基準以下になるの

を継続してモニタリングをしているという状況でございます。 

熊井委員  わかりました。この辺のことは、今全国いろんなところで問題にな

っていることで、これをちゃんとやらないと、跡地の利用が全然できなくな

ってしまうということなるので、多分、重要な問題だと思うので、そういう

点で大阪府が先鞭をつけていくということは、安全性に関して特に注意をし

ていただいて、それを先例としていただくということをぜひお願いをしたい

と思います。 

南会長  どうも、熊井先生、ありがとうございました。 

ただいまの御指摘、今後とも事務局を含めて、継続をしてモニタリングを

含めた取り組みをお願いしたいと思います。 

そのほかは。はい、どうぞ。坂本委員。 

坂本委員  大層な質問をいたしますけども。先ほどの第6次総量削減計画、大

阪湾浄化の問題にしても、この産業廃棄物の問題にしても、これは総合的に

ずっと今出されてる課題を一つ一つ実行していく以外にはないと思いますけ

れども、やっぱり決定打に欠けるというか、みんな思われると思いますけれ

ども、大層に言いますと、石油文明から退却といっても、飛行機にも乗れな



－31－ 

い、何にも乗れないということでも困るわけですけれども。せめて、ビニー

ル袋であるとかプラスティック、日本人は非常に頭のいい民族ですから、こ

れは考えはつくと思うんですけれども。たんぱく質を使ったビニール袋とか

いろいろね。ずっと考えておられるし、あるかと思いますけれどもね。それ

でビニールなり、そういうプラスティックについて、そういう産業廃棄物に

ならないような研究とか、そういう方法をある程度考えておられるかと思い

ますけれども。 

南会長  今、坂本委員の御指摘は、これまでのあり方をもう少し根本的に解決

するような研究開発がなされているかという、そういう。あるいはやるべき

だという、そういう考え方と思います。そういうことに関しては研究者レベ

ルではいろんな取り組みを、実際に相当高い質のところまで現在進行中であ

りまして、そういうことがすぐにここに見えるようにいつなるのかという点

では、明確ではない。例えば廃棄したら従来プラスティックとは全然違って、

早くバクテリアで分解される、そういうプラスティックの開発とか、そうい

う問題は相当進んでおりますし、こういう集められた廃棄物をそういうふう

じゃなくて、ただ今のでは埋めたり燃やしたりだけしている。そうでなくて、

それを資源として生かすような方法はないかと。そういう研究は、これもま

た相当進んでいる状況はお答えできると思います。 

花嶋委員  今の直前の質問で、考えついたことですけれども。先ほどの水の大

阪湾の話にしてもそうですし、私、実は今日不勉強ながら、大阪湾の水質に

ついて、府民に対して啓発活動を行われているということを実は余りよく知

りませんでした。私、実はごみの話ばっかりよくやっております。ごみのリ

サイクルというような、循環型社会というような話は非常によく聞くんです

けれども。これだけこう環境の問題いろいろ大変になってくると、ごみの話

もあれば、二酸化炭素の話もあれば、水の話もあるし、緑の話とかいうのが、

それぞれのところですごく一生懸命やられてるんですけれども、府民の側か

らすると、じゃあ私どうしたらいいのという。すべてを絡めて生活というの

は成り立ってるわけで、例えば私の目の前にあるこのマヨネーズの少し残っ

た容器を、洗ったら水の方に負荷がいってしまうし、このまんまじゃリサイ
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クルできないし、じゃあ私は今ここでどうしたらいいのという。多分どこに

お住まいかとか、その地域の下水の処理の施設がどうなってるかとか、その

地域のリサイクルの仕組みはどうなってるかとかによって違うと思うので、

暮らしも本当になかなか大変になってきたなと思うんですが。そういう情報

についての窓口というか、ワンストップサービスみたいなものを府の側で、

何でも今どきインターネットになってしまうのも、いかがなものかとは思い

ますが、それにしてもどうしたらいいのか。どう暮らしたら一番ベストだと

いうのは一つの答えが出るかどうかはわかりませんが、暮らし、どういうふ

うに暮らした方がいいのかなというようなことを考えるヒントになるような

ものを入り口を１カ所に。環境を考える暮らしのヒントみたいなものを１カ

所にまとめていただくともっと伝わりやすいんじゃないかなと。地域別に１

カ所のまとめていただくというようなことができたらいいんじゃないのかな

と、両方のお話を聞いていて思いましたので、そういうことも今後御計画い

ただけたらなと。あるいはもう既に環境教育の分野でそういうことがされて

いるのかもしれませんが、もしされているのでしたらお教えいただきたいで

すし、そうでなければ、そういうことも御検討いただけたらなと思いました。 

南会長  ただいまの花嶋委員の御意見は、生活者として一人ずつが日常的にど

う対処すべきかについての、ある種の情報をもう少しわかりやすく出せとい

う、出すべきだとそういう御意見だと思います。これに関しては、我々の21

世紀の生活というのは極めて多様化している段階で、単純にこれだけやれば

よろしいというそういう答えというのはなかなかなくて、したがって環境の

問題というのは、解決は本当に一人一人の取り組みということも極めて大事

で、これはある意味では行政の問題でもあるかもしれませんが、教育の問題

でもある。そういう事柄の重要性をさまざまな学校を中心として、教育の場

でも啓発、教育に努めて、もっと意識を高めていかないと多分なかなか解決

は難しい。 

ちょっと脱線するような内容で恐縮ですが、昭和でいえば第二次大戦の始

まる前は、地球上の人口はたった25億なんです。ところが今、たった60年か

70年で65億にまで増加しているんです。これがこういう問題をすべて引き起
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こしているやっぱりもとであると。25億であれば、地球が何とか浄化くれて

いたのが、たった100年たたずに、本当に60年で25億が65億になる。こういう

状況がすべてのもとにあって、その65億の地球人口一人一人がやはり気をつ

けないと、25億のときと同じ生活、あるいはもっと便利な生活をしているわ

けですから、それが環境に対する極めて強い負荷になっている。そういう状

況があって、それじゃあそれを解決するための非常に単純なマニュアルがあ

るかということになりますと、これは私はやっぱりかなり難しい。時間をか

けてやっていくべき取り組みだと思いますし、一方ではこれは行政におかれ

ても、そういう今のような御意見は各自がお持ちだと思いますので、それに

対してどういう工夫があるかということをやはり根本的にお考えいただくと

いうようなそういう御意見として承ってよろしいですか。 

はい、どうぞ。 

池田部会長  花嶋委員も廃棄物処理計画部会の委員のお一人だったわけで。幸

い意見を部会でも述べられたわけで、こういうことも踏まえて、廃棄物処理

計画の改定の内容にはなるんですけれども、20ページのところにですね、今

お話がありました環境教育・啓発の推進、続いて情報公開の推進ですね。こ

れを盛り込んでいるということを御指摘しておきたいと思います。 

南会長  どうもありがとうございました。 

ちょっとそれでは山口委員。簡単に。 

山口委員  申しわけないです。１点、資料３－１の５の減量化目標のところと、

報告の分の28ページの処理施設の状況のところと関係させての部分なんです

けれども、ここの目標値の部分で20％削減というふうになっております。そ

して、その表の中で一般廃棄物の部分でいきますと、再生利用のところを見

ますと、目標、平成17年度目標値を実績が大きく下回っておりまして、目標

数値がかなりハードルが高いということになっております。廃棄物に関しま

しては、やっぱり法的規制がある部分でクリアしていると考えられますが、

そういった部分と排出量のところで少し産廃の部分が、平成17年度の実績の

ところではかなり実績は目標数値は下がってるんですけれども、22年度目標

数値のところではやっぱり今の実績の部分を上回るところとなっております。
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その数値の根拠の部分と、それから一般廃棄物の再生利用の状況でやっぱり

クリアできなかった根拠というものは、多分説明があったと思うんですけれ

ども、やっぱりこれからの取り組みのところで言いますと、いわゆるごみの

有料化というものは一つの議論のきっかけにはなると思いますし、それぞれ

の部分での啓発の触発にもなると思いますけれども、やはり仕組みづくりと

いうものが当然必要になってくると思います。そういった中で、やっぱりご

みを燃やすという方法だけにとらわれるということは、やっぱり根本的には

これからの部分でいきますと、非常にごみを燃やすという部分の概念を変え

なければいけないのではないかというふうに考えるわけです。意見にもちら

っとありましたけれども、やっぱりバイオマスでありますとかいろんな有効

利用の部分があると思うんです。だから、そういったごみ処理場、焼却工場

じゃなくて、いろんな処理場が新しい産業の創出の場として、これからこの

50工場の中でどれだけできるかということを、これからのいろんな推進会議

ですか、そういったものがされるというふうにありますけれども、啓発じゃ

なくて、仕組みづくりの方でもぜひそういった重要なウエートを占めていた

だきたいと思っております。 

南会長  ありがとうございました。 

  今のは、単に御意見というよりは、かなり実際の実現に向けたお話だと思い

ます。先ほどの坂本委員の御質問とかなり関連するところ等もございまして、

実際焼く、燃やす、埋める、こればっかりではもう解決にならない。そのた

めの研究開発、本当に産業廃棄物を含めて一般家庭の廃棄物、そういうもの

の再生利用、単なるリサイクルではなくて本当に資源として生かす。そうい

う研究開発は世界的に、ことに日本は進んでいるんですけど。かなり進んで

きておりまして、そういうところにも期待を持ちたいと私自身は思っており

ますが、今の山口委員の御意見は一応ちょっと事務局お答えいただけますか。 

小森資源循環課長  資源循環課長の小森でございます。 

  先ほどの一般廃棄物のところの数値目標の中で、再生利用が非常にしんどい

と。結果として達成がしんどかったというのは、この再生利用では焼却場に

おける溶融を当初、かなり考えておりまして、その溶融のスラグが再生品と
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して利用されていくという考え方を当初しておったわけでございますが、や

はり焼却場の溶融が思ったよりも進みませんでした。それを現状に合わせた

形の中で、数値を修正させていただきまして、排出量等の抑制、そして結果

として最終処分場として56万トンという数字になったところでございます。 

  それから、今後燃やすばかりではなくどんどん再生利用といいますか、リサ

イクルを進めるというお話の中では、35ページに書いておりますけれども、

第４期の大阪府分別収集促進計画、この概要を書いておるわけでございます

が、全体的にかなり進んでおる状況の中で、真ん中に入っておりますプラス

ティック製容器包装、白色トレーというところがありますが、これが現在か

なりおくれている状況でございます。ここのところを市町村とも連携を図り

ながら頑張りまして、平成22年度には今現在26、括弧書きの部分で15あると

ころを37まで高めていくということで、再生についてもプラスティック、と

りわけ先ほどお話ありましたプラスティック関係につきましても、燃やすと

いうことではなく、リサイクルという流れの中で減量化に努めていきたいと、

このような内容になっております。 

南会長  ありがとうございました。 

池田部会長  大阪府では、一般廃棄物のリサイクル率が必ずしも全国区に比べ

て高くないということなわけです。それでリサイクル率を向上させていかな

ければならないということなんですね。これは、先ほども出てきております

分別収集の拡充とか、あるいは分別排出への協力というようなこと、あるい

は資源化施設の整備などということを進めていかなきゃいかないわけですけ

れども、それとあわせて、小まめにそういうリサイクル率の目標達成状況な

どを公表していくということを心がけたいというふうに書いておるわけです。

我々の体重でも減量しようというときには、毎日はかっておりますとそれが

実際に減量につながるという、そういう効果が公表されておりますけれども、

それと同じようなことで、リサイクル率につきましては、進行管理という意

味で、小まめにその状況を報告していくということが大事だというようなこ

とも余談でありまして、その旨を一応ある程度まで期待しておるということ

です。 
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南会長  どうもありがとうございました。 

  山口委員、よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。 

  はい、どうぞ。武村さん。 

武村副理事兼産業廃棄物指導課長  産業廃棄物指導課長の武村でございます。 

産業廃棄物につきまして、排出量の分で少し御言及がございましたので、

若干私どもこれを説明させていただきます。 

委員御指摘のように、私どもも当然排出量につきまして抑制をしていくと

いうことが最も重要であるというふうに考えておりまして。その考え方は、

計画案の中でも基本的方向が、10ページでございますけれども、基本理念、

基本方針の第１番目にある廃棄物の発生を抑制するということで、これが第

一だというふうに考えておるところでございます。そのためにも、私たちも

いろいろ排出業者における取り組みを促進していくための情報提供、あるい

は技術支援等を始めとするいろんな取り組みを具体的な内容に掲げておりま

すし、あともう一つは、ＩＳＯ14001を始めとします環境マネジメントシステ

ム、これに取り組んでいただいている事業所は、排出抑制という面でも結構

有効といいますか、データ的にいいますと有益なところでございますので、

そういう面からも環境マネジメントシステムをできるだけきちっと確立して

いただく。そういう取り組みを進めていこうというふうに考えておるところ

でございます。 

あと、そういう数字の中で、平成17年度実績が17年度目標に比べますと、

排出量では相当下回っているにもかかわらず、22年度目標が17年度に比べま

すと少し上がっている。そこはどうかという御指摘もございますが、ここは

どうしてもやっぱり経済動向という問題もございまして、これからの５年後

を見越した場合に少しは経済的なものといたしましては、少しはその経済が

活性化をしているのが予想されるということで、その辺を単純にしますと、

もっともっと大きな数字が出るわけでございますけれども、そこを排出抑制

のいろんな取り組みによって、この数字に抑えていこうという考え方で、こ

の目標値を設定したということでございます。 

南会長  ありがとうございました。 
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多数の貴重な御意見ありがとうございました。ただいまいただいた貴重な

御意見、たくさんございましたが、それらを拝聴したところでは、かなりこ

の報告に盛り込まれているというふうに判断いたしまして、この資料３－２、

これをもって本審会の答申としてよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

南会長  どうもありがとうございました。 

それでは、これを本委員会における答申とさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。想定していたよりも、うんと時間が押してしまいま

した。その点はあとの方でまた工夫していただくことにしまして。今既に３

時半になりました。２時間経過しましたので、ここでちょっと最初にお約束

しましたように、10分間の休憩をとらせていただきます。３時40分再開とい

うことでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。 

（休憩） 

南会長  再会いたします。 

活発な御議論、いろいろありがとうございました。あと、４、５、６、こ

れは野生生物部会から、朝日部会長に御報告いただく。そしてそれと関連し

た運営要領ということで４、５、６、まずまとめて部会長の朝日先生の方か

ら御説明をお願いします。 

朝日部会長  野生生物部会部会長を仰せつかっております朝日でございます。

会長の方からお話ございましたけれども、４、５、６いずれも関連しており

ますので、まとめて御報告させていただきます。よろしくお願いします。 

まず、４－２の37ページ、審議経過となっております。第10次鳥獣保護事

業計画につきましては、８月25日に諮問をいただきました。このときには、

この前も申し上げましたけれども、環境省の方からの基本指針がまだ出てお

りませんでして、結局第９次のと比較したり何やらして手探りの状態やった

んです。実際に出ましたのは11月になってからなんですが、素案につきまし

ては９月20日に第１回目野生生物部会をやりました。基本指針が出ましてか

ら、11月７日に早速第２回を開きました。11月21日の環境審議会の方で中間

報告をさせていただきました。その次には第３回が抜けております、この表
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では。実は12月20日に第３回を開催しております。このときは、第10次鳥獣

保護事業計画につきましては、議論をせずに、後で申し上げますシカとイノ

シシの対策につきまして、集中的な議論をいたしましたので、第３回のこの

表には載っておりませんが、やってなかったんじゃなくて、そういう事情で

ございます。第４回、その後パブリックコメント等の手続を経まして第４回

を２月８日に。イノシシ、シカに関しましては、これは法律の規定も別にご

ざいましたので、公聴会を開催しております。本日、最終的なことをお話さ

せていただくわけでございますが。実は資料４－１ごらんいただきましたら、

おわかりになるんですけれども、中間報告とほとんど変わりはございません。

したがいまして、パブリックコメントに関して、府民の方々にいただきまし

た御意見を加味いたしまして、そして第32回のときに中間報告をいたしまし

たところの変更のあった部分について本日御説明をしたいと、このように思

います。時間も何か大分押せ押せになっているようでございますので、お許

しいただきたいと思います。 

資料４－３へ移らせていただきます。パブコメは12月25日から１月24日ま

で１カ月間受付をいたしました。１団体ですが、ごらんになりましたらおわ

かりのように、専門的な団体から都合16件についての御意見が来ております。

そのほとんどが、既にもう取り上げられて書き込まれていることでございま

して、それを誠実に実行しろという御意見として受けとめております。ほか

の意見につきまして、訂正したところがございます。本編の４－２の23ペー

ジ、第七の２の片括弧の３でございますが。冬鳥のガン、カモ類につきまし

ては、全国一斉調査が1月15日にございます。それは冬鳥だけでございますの

で、夏鳥についても調査すべきであるという御指摘でございます。これは、

24ページの方に移りますけれども、鳥獣保護区の設定と関連がございますの

で、やはり大阪府としては残り少ない干潟でございますけれども、南部に残

っております干潟を中心に、あるいは淀川や河口を中心にして夏鳥のシギ、

チドリ類の渡来状況の調査をやるべきだということで、第10次に書き込ませ

ていただきました。 

それから32ページ、これは指摘されて気がついたわけではございませんが、
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法律ではウズラは狩猟鳥の中に入っております。ところが大阪ではほとんど

絶滅して、狩猟結果にも出てこないような状態です。レッドデータブックに

記載をしております。片方はレッドデータブックに記載して、片一方では狩

猟鳥に指定してというのは、引き続き検討するというよりも、ウズラは狩猟

鳥から外すべきであるという主張を国に対しても行っていきたいというよう

に考えております。 

そのほか、第９次と大きく違います点は、35ページの傷病鳥獣の対応でざ

います。これは、あんまり今までも大事に保護しましょうというような話で

愛鳥モデル校に持っていってということぐらいで書いてあったわけですが、

実際問題といたしまして、国の方がともかく傷ついているけものの方を愛鳥

モデル校に持ち込んだってどないもできへんという話になります。これにつ

きましては、慎重な書き方をしております。 

  それから、次の36ページの７番の動物由来伝染病、感染症に対する対応。特

に鳥インフルエンザが猛威を放っておりまして、この連絡体制を記入したこ

と、この辺が第９次と変わっているところでございます。 

  以上が第10次の第９次と変わってるところの説明でございます。あとは、お

目通しいただいたらわかりますように、大体何と言うんですか、第10次にも

なりますと、もう言うことはなくなってしまっているような話のような内容

になっております。 

  次に時間の関係もございますので、資料５の方に入らせていただきます。シ

カの保護管理計画でございます。 

  ５－１にございますように、大阪府内におきまして、特に北摂豊能地区を中

心にいたしまして、シカの林業被害というのがかなり出ております。最近は

農業被害もふえてきております。そういうことで、平成14年からですが、シ

カの保護管理、保護というのはつけ足しみたいなもんで、この場合ははっき

り言ったら管理計画でございますが、実施したわけでございます。必ずしも

成果は上がっておりません。その原因というのはいろいろ考えられますけれ

ども、一つには狩猟意欲の減退ということがかなり響いているといいますか、

ハンターの方々が老齢化、高齢化されまして、山を思いっきり走り回れない。
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犬もいなくなったというような状況であります。 

  とりあえず、第２期といたしまして、計画の期間が19年４月１日から24年ま

で５年間、このシカの管理計画を延長しようというところでございます。第

１期の終了、この月末に終了する第１期計画とほとんど変わりはございませ

んが、成果が上がらないことも踏まえまして、この一人一日の捕獲制限、こ

れが今までは法律では１頭でございました。大阪府の場合は第１次の管理計

画で２頭にしておりましたけれども、もう１頭ふやしまして３頭。雌を含む

場合は３頭まで許可するということで第２次には組まれております。 

  ただし、次のイノシシも同じでございますけれども、非常に生息数の予測が

難しい問題でして、ちょっと捕獲し過ぎますとすぐなくなってしまうという

事情もございます。したがいまして、検討会議を別にこの第１次の場合もそ

うですが、組織いたしまして、毎年捕獲数というんですか、これは検討して

いくと。捕獲し過ぎになったらやはりやめると。足らんようなら、場合によ

ってはふやしてもいいということで進めていきたいというように考えます。

モニタリングをやって進めていくということでございます。 

  いろいろ生息数の予測のシミュレーションの式は考えられてるんですが、計

数値あるいはもっといったら初期値の置き方によりまして、かなり大きい振

れがございます。特に大きい振れがありますのは妊娠率でございまして、１

頭の、これも人間の場合も同じようなことが言われておりますけれども、１

頭の雌が一生の間に何頭子供を産むかと。その辺の置き方によりまして、か

なり大きく変化します。しかも、この場合は途中で捕獲して、狩猟している

わけでございますので、シカの保護管理計画第１期と第２期の違いはそうい

うことになります。 

 今年からもう一つふやしましたのは、イノシシでございます。資料６をご

らんください。 

 シカと並びまして、イノシシの農作物による被害というのが非常にふえて

きております。そのかわりに野ウサギによる被害というのは、ほとんどなく

なってしまっているわけでございますけれども。やはりイノシシをもっと抑

えなきゃならないという声が高まっております。それで今回から、この４月
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からイノシシの管理計画を進めようということであります。府内のイノシシ

が一体どういう分布をしているかということから問題にしなきゃならないん

ですが、よくわからない。とにかく淀川を挟んで、右岸側と左岸側、これは

そう交流はないだろう。たとえ交流があったとしても、遺伝子の動きぐらい

の範囲でいけるんじゃないかということで、淀川を境にしまして、北部地域

と、それから中南部地域に分けて考えていこうということにしております。

目標はやはり被害金額の減少というか、被害の減少でございます。具体的に

どういうふうにやるかと言いましたら、イノシシの狩猟期間を１カ月延長し

まして、普通の狩猟期間は２月15日までございますが、３月15日まで狩猟で

撃ってよろしいと。これに対しては、関係機関の方から要望がありまして、

隣接する府県と十分に連絡して、大阪では１カ月延びてあるけれども、隣接

する府県では延びてないということが起こりますので、その辺を十分に検討

してくれという要望が来ております。 

 実際にはじゃあどうしていく、被害を防ぐのにどうしたらいいかというの

は、これは近畿だけじゃなくて、四国を含めましての各府県で困っていると

いうか、検討していることでございますけれども、なかなか名案がございま

せん。イノシシに対しましては特に名案がございません。国の方でもいろん

な検討を加えているわけでございますが、決め手がございません。一番いい、

決め手になるものはやはり電気柵だというように言われておりますけれども、

これもやはり設置にかなりの費用がかかりますし、あとの管理も問題がいろ

いろございます。その辺を今後やっていく。シカの場合と同じように検討会

は別に組織いたしまして、そして毎年猟期の初めと猟期の終わってからぐら

いに開きまして、生息数のシミュレーションというのは非常に難しいわけで

ございますから、捕獲した効果についての判定を評価していきたいというよ

うに考えております。 

 狩猟だけやなしに、鳥獣というのはいわゆる無主物の扱いを、明治時代か

らそういう扱いをされておりまして。狩猟という行為を経て初めて所有が決

まるという、それまでは誰のものでもないという非常にややこしい立場にあ

ります。中でも、こういう有害な生き物に対しましては、鳥獣だけではござ
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いません。マムシやとかハチやとかいうような、いわゆる害虫、害は虫類、

あるいはダニやとかそれから大阪の場合はクモ、アカゴケグモというような

ややこしいものまで飛び出してきよりまして。こういうものについて、私た

ちがどういうふうに対応していくかというのは、哲学的にも非常に難しい問

題がございまして、今後も検討を続けていかなければならないと、先生方の

いろんな御意見を伺いながら進めていくようにしていきたいと思っています。 

 以上簡単ではございましたが、説明をさせていただきました。 

南会長  どうも、朝日先生、ありがとうございました。 

  本来ですともう少し時間を取って、それぞれの案件の御説明をいただいた方

がよいのかもしれませんですが、ちょっと時間が押しているのもあって、た

だいま３件、一括して御説明いただきました。鳥獣の件に関しましては、既

に中間報告からパブリックコメントを経て、それらを勘案してまとめていた

だいた報告。さらにシカとイノシシ、この種の問題についての報告をまとめ

ていただきました。御質問御意見ございましたら、お願いしたいと思います。

よろしゅうございますでしょうか。特にないようでございますので、それで

は以上まとめて３件、資料４－２、５－２、６－２を答申としてよろしゅう

ございますでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

南会長  特に御異論ないと思いますので、それではこれをもって答申とさせて

いただきます。どうもありがとうございました。 

朝日先生を初め、部会の専門委員の先生方どうもありがとうございました。 

 それでは議事の７番に移らせていただきます。この野生生物部会、今精力

的に審議いただいた結果を御報告いただきましたが、この野生生物部会の運

営要領の改定ということでございます。これは、この本審議会と自然環境審

議会との統合後、最初の審議会であります平成16年７月で御承認いただいた

部分ですが、その運営要領を少し改定したいということで、事務局の方から

ちょっと提案の説明をお願いします。 

池田動物愛護畜産課長  動物愛護畜産課長の池田でございます。野生生物部会

の運営要領の改定について御説明申し上げます。資料７をごらんいただきた
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いと存じます。 

 表面には、今回運営要領の改定の概要を、また裏の面につきましては、運

営要領の新旧対照表を記載いたしております。表面につきまして御説明申し

上げます。 

 当環境審議会におきまして、御審議をいただく事項につきましては、ごら

んの資料の左側に、丸数字を付したものでございます。このうち現在、部会

の決議事項とされていますものは、⑦の特定鳥獣保護管理計画に基づく狩猟

期間の延長と⑧の特定鳥獣保護管理計画に基づく捕獲等の禁止又は制限の解

除の二つの事項となっていますが、今回改定案では、①の鳥獣保護事業計画

の策定を除く他の事項について、野生生物部会での決議事項とさせていただ

くものでございます。主な改定の理由でございますけれども、鳥獣保護事業

計画の細部についての事項等を御審議いただくものであること、また、毎年

11月15日の狩猟開始日までに、迅速かつ柔軟な対応が必要な事項であること

などの理由から、これら事項につきまして、部会の決議とさせていただくも

のでございます。ちなみに、本府と同様に審議会に部会を設置いたしており

ます近隣府県並びに全国の主要府県に問い合わせをいたしましたところ、ほ

とんどの府県におきまして、鳥獣保護法により審議会の意見聴取を定められ

ている事項のすべてが部会の決議事項とされている状況となってございます。

このたびの改正案は、鳥獣保護事業計画の策定以外のすべてを部会決議とす

ることといたしておりますけれども、裏面ごらんいただきたいと思いますけ

れども、右側の野生部会運営要領の第３条第５項、ただし書き、網かけをい

たしております上の部分にございますように、審議会の会長が審議会の議事

とすることが必要と認めた場合はこの限りではないとされておりますので、

実際の運用につきましては、会長に事前に御相談するなど、審議に当たりま

して慎重に取り扱っていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

南会長  ありがとうございます。 

  ただいま御説明いただきましたように、専門的見地からでかつ迅速に審議す

る必要のある、そういう事項に限って部会の専決事項にしたいとそういう改
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正でございます。今まで環境審議会、それと自然環境審議会二つに分かれて

やっていたのを統合して、そして運営していただきましたが、そういう問題

が発生しそうである。あるいはそういうことに対処したい、他のところも参

考にしますとそういうことになっているというようなこともございまして、

所要の改正をさせていただきたいということでございますが、特に御意見ご

ざいませんでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

南会長  特に御異論ないものとして、以上のように、運営要領を原案どおり改

正させていただきます。ありがとうございました。 

  審議事項は、以上で終了させていただきます。引き続きまして、報告事項３

件ございますが、まず第１点の温泉部会の問題、これは熊井部会長の方から

御説明をお願いします。 

熊井部会長  それじゃあ、温泉部会からの報告をいたします。簡単にいたしま

す。 

  ことし２月８日に部会を開きまして、そこで環境審議会の会長から知事あて

に答申を行うための審議をいたしました。資料の８にありますが、審議事項

は温泉の掘削に関して、そこにありますように５件。それから動力装置に関

しまして４件ありました。掘削に関しては、そこにありますように、掘削の

制限がある地域に関しては、それに支障がないような掘削計画であることな

どが認められまして、すべてこれは支障がないというふうに認めました。動

力装置に関しては、４件のうち最後の１件に関して、これはポンプの選定に

関する用途試験、お湯を上げてそのお湯の上がる量と、そのときに井戸の中

で水面がどのぐらい下がるかというふうな試験をやろうということですが、

その結果をもってポンプを決定して、そのポンプをつけることが認められる

わけですが、この４番目のものにつきましては、その試験自体が適正でなく、

普通はポンプで井戸の中のお湯を上げますと水面が下がるのが普通なんです

が、ここの場合はそういう例もあるんですが、そういう根拠がはっきりしな

いままお湯を上げたにもかかわらず水面が上がってきたというふうな結果が

出てきておりますので、これについては井戸自体の設置に関する問題点があ
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るかもしれないということで、これに関しては、今回は許可することは適切

でないという答申にいたしました。 

  以上、報告を終わります。 

南会長  ありがとうございました。 

  掘削に関して、これまで何度かちょっと競合するような事案があって処理に

苦慮するという、そういう状況もございましたが、幸い今回ようやくその点

が解消いたしまして、審査があった５件、いずれも支障がないということ。

ただ、動力の方で１件、くめばくむほど上がってくるというような結果で、

ちょっとなかなか本当に評価できるのかどうか怪しい、今回は許可すること

は適切ではないというような、そういう評価結果をしていただきました。 

  熊井部会長初め、委員の先生方どうもありがとうございました。 

  それでは、報告の二番目に移ります。これは公共用水域、それから地下水水

質といったような議題でございますが、村岡先生、よろしくお願いします。 

村岡部会長  それでは御報告申し上げます。時間もございませんので、いきな

り資料９－１、１枚めくっていただいた図がございますが、その図を見てい

ただきます。 

  公共用水域というのは、大阪の場合、河川と海域すなわち大阪湾でございま

して、湖沼、湖はございません。この大阪府の府域で黒い点がついてあると

ころが河川の公共用水域の水質測定地点でございます。一方、大阪湾の方は、

やはりこの図に載っておる記号のところがそうでございます。ただ、大阪湾

の場合、兵庫県も絡んでおりますので、ここに兵庫県の測定地点は載せてお

りません。ということで、こういうところで測定を、健康項目とそれから生

活環境項目について測定いたしましたところ、17年度におきまして鉛が２地

点、ジクロロメタンが１地点、ほう素が10地点、ふっ素が１地点、これだけ

の地点で環境基準を達成しておりませんでした。その原因でございますけれ

ども、鉛につきましては、どうも当該地区の周辺に放流するような事業所が

見当たりませんので、原因がわからないということで、測定回数をふやして

監視を続けて、強化しております。ジクロロメタン、ふっ素につきましては、

周辺の事業所からの排水が原因と推定されましたので、その事業所に対しま
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して処理施設の改善の指導等を行ってもらっております。ほう素につきまし

ては、海に近いところでございまして、海にはほう素がたくさんございます。

それは塩素イオン等の濃度からも判断できまして、これは海水が入っている

ところだというふうに判断いたしました。 

生活項目の汚濁指標の代表であるＢＯＤでございますけれども。これは、

それほどよくございません。その達成率は70％でございます。図の２を見て

いただきますと、二つ並んでおりますが、昭和50年度から平成17年度までど

れぐらいＢＯＤの濃度が変わってきておるかという点を見ていただきますと、

５ミリグラム/リットルという濃度の区別で見ていただいておりますが、赤い

ところが悪いわけですね。それで、これで見る限りは、昭和50年度から平成

17年度まで赤いところが非常に少なくなっておりますから改善しておるんで

すけれども、環境基準の達成ということにつきましては、まだ70％のレベル

にとどまっておるということでございます。 

それで、海の方はどうかと言いますと、これは図がございませんけれども、

健康項目については、全部満足しております。ＣＯＤにつきましては、沿岸

地区のあるいは湾奥のＣ類型が達成しておりますけれども、沖合のＡ、それ

からＢ、この海域は達成しておりませんでした。ということで、やはり８割

ぐらいの達成率になろうかというふうなことになります。 

一方、地下水でございますが、公共用水域の河川、海域と並びまして地下

水の水質管理もやっております。これにつきましては、今の資料の裏のペー

ジですね、図の３というのがございますけれども、まず、地下水の水質測定

には概況調査というのがございまして、これは府域を網羅するような形で毎

年ふやしていくというふうな測定で、平成13年からのすべての測定点で見る

限り、この黒い点が環境基準を満足していませんという結果になります。そ

れから地下水の水質測定につきましては、実際に汚染されているとわかった

ところの汚染井戸に関しまして、定期モニタリングという調査を行います。

これにつきましては、図４のようになりまして、色分けで物質を指定してお

りますけれども、ＶＯＣなどが目立つ物質でございます。その右側の図は、

その井戸の浅い深いによりまして、その特性があるんじゃないかというふう
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なことでまとめていただきました。黒いところが未達成なんですけれども、

四角の点が深い井戸です。大体30メートルよりも深いと思っていただければ

いいかと思います。それで、丸のところが自由地下水と言われるような浅い

ところの井戸だというふうに見ていただきますと、砒素なんかは北摂の深い

ところに多いというふうな特性がございます。また、ＶＯＣ、有機塩素化合

物ですけれども、これはどうも特性がなさそうだということで、工場等の使

用の結果、汚染されるということが府域で実際にあったんじゃなかろうかと

いうふうなことでございます。このような前年度までの状況を踏まえまして、

来年度ですね、19年度どこでどういう調査をするかということを部会で討議

いたしました。その結果はその資料の９－２という分厚い資料にすべてに載

っておりまして、非常に細かいので説明できませんけれども、前年度とどこ

が変わったかと言いますと、水生生物の保全にかかわる生活項目というのが

増えたんです。これは、亜鉛でございます。全亜鉛でございます。それとそ

れに関わって、やはり生物関係の保全ということで、フェノール等の３項目

が法律で追加されましたので、この追加された項目について新たに測定を行

うという点が付加されております。 

それから過去の検出状況に応じて、監視をもう少し強化しないといけない

ということのほかにモニタリングの効率化を図るということで、ずっと測っ

てて10年間も出てこないようなところは測定頻度を落としましょうという効

率化も含まれておりまして、そういったことで、この９－２の冊子にその結

果として測定地点と測定項目が載っておるということでございます。また環

境省が示しましたその処理基準の改正に従って、地下水の場合、定期モニタ

リングの調査井戸に関しまして、深い浅いという区別をするということにい

たしました。自然の汚染、あるいは人為的汚染、これは井戸の深さに関わる

ことが多いからでございます。こういったことを審議いたしまして、平成19

年度の水質測定計画を今の資料９－２の冊子のようにまとめさせていただき

ましたので、御報告申し上げます。 

南会長  どうもありがとうございました。 

要は、水質全体にわたっては、かなり改善されてきている。ただずっと数
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年にわたって改善されてきているところはちょっと頻度を落とす。しかし、

まだ不十分なところを重点的に測定を継続するということで、資料９－２の

ような形で19年度の計画を策定していただいたという御報告でございます。 

どうも、村岡先生ありがとうございました。 

報告最後の３番目、生活環境の保全等に関する条例の一部改正。これにつ

いては、事務局の方から御説明をお願いいたします。 

葉山環境保全課長  環境保全課長の葉山でございます。 

大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部改正について説明させていた

だきます。 

 この改正につきましては、昨年11月の第32回審議会で第一次答申をいただ

きました揮発性有機化合物及び化学物質対策のあり方についてを踏まえまし

て改正したものであります。この２月の定例部会に提案いたしまして、可決

いただいたものでございます。資料といたしましては、資料10－１をごらん

いただきたいと思います。 

 資料の上の方に、条例改正の目的を記載してございます。揮発性有機化合

物、以下ＶＯＣと言わせていただきますけれども、ＶＯＣ対策につきまして

は、ＶＯＣのより一層の排出削減を進め、高濃度の光化学スモッグの発生を

抑制することでございます。また、化学物質対策につきましては管理計画書

の届け出等の新たな仕組みを構築し、事業者による化学物質の自主管理の徹

底を図ることとしております。 

次に、条例改正の主な内容でございますが、資料には揮発性有機化合物対

策及び化学物質対策について、それぞれ左から関連する法制度の概要中央に

現行条例の内容を、その右側に今回の条例改正の内容を記載してございます。

なお、ＶＯＣ対策、化学物質対策ともに条例に基づく規制と事業者による自

主管理を適切に組み合わせて対策を推進することが、今回の条例改正の基本

的な考え方でございます。 

ＶＯＣ対策に関する主な改正点は次の３点でございます。まず約2,200工場

が対象となっておりますＶＯＣを排出する施設や工場の規制につきましては、

規制対象である基準等は現行状態のままといたしております。しかし、規制
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基準の遵守徹底を図るために、その遵守状況を把握し、容易に確認できるよ

うにするため、必要事項の記録、保存を義務づけることとしております。次

に、工場事業所以外の発生源対策といたしまして、従来は要綱に基づき指導

を行ってまいりましたタンクローリーや建築塗装の対策を条例で規定いたし

ております。タンクローリーからガソリンスタンドの地下タンクにガソリン

を移送する際に発生しますガソリン蒸気をタンクローリーに戻すための設備

がございます。これを蒸気返還接続設備といいますが、この設備を設置しま

したタンクローリーでガソリンを運搬すること、及びガソリンスタンドへの

移送の際に使用することを義務づけました。また、次の段に移りますけれど

も、光化学スモッグ緊急時措置につきましては、予報・警報等の発生時にお

ける協力要請の対象といたしまして、ＶＯＣ排出者を追加いたしました。 

化学物質対策につきましては、今後の対策の基盤となる事業者による自主

的な化学物質管理の取り組みを促進するための新たな化学物質管理制度を盛

り込むことといたしました。この制度につきましては、従来の府の制度では

化学物質の大気への排出抑制を目的としておりましたが、化学物質排出把握

管理促進法との整合を図るため、大気だけでなく、水、土壌への排出や廃棄

物等への移動も対象といたしております。また、道具を保管し行政の一定の

関与のもと、事業者による管理体制の構築とその運用による自主的な取り組

みを確実に促進するための制度といたしました。具体的な内容につきまして

は、まず環境リスクの観点から対象物質を見直しました。また当条例との重

複を整理いたしまして、合計490物質とＶＯＣ該当物質を新たに管理化学物質

として指定いたしました。次に、化学物質適正管理指針を見直しまして、知

事による新たな指針の策定と公表及び事業者による同指針に留意した管理等

の責務を規定するとともに、一定規模以上の事業者に対しまして、化学物質

管理計画書や化学物質の取扱量等の届け出の義務づけなどを規定いたしてお

ります。また、危機管理の観点から化学物質管理計画書の中で、事故や自然

災害等による化学物質の飛散、漏えい等の緊急事態の未然防止や発生した際

の対策も含めた緊急事態に対処するための計画を定めることとしております。

さらに、緊急事態が発生した際の措置の義務づけ等についても規定いたしま
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した。 

次に罰則等でございますが、ＶＯＣ対策と化学物質対策の規定の実効性を

確保するため、義務規定や命令に違反した場合の罰則や氏名等の公表につい

てもあわせて規定しております。 

今回の条例改正にあわせて、法令改正等に伴う規制整備なども行っており

ますので、簡単に御説明させていただきます。 

まず、大気汚染防止法の改正によりまして、建築物の解体等の作業に係る

アスベストの飛散防止対策に係る規制対象が拡大されたということを踏まえ

まして条例における関係規定の整備を行っております。また地盤沈下対策の

一環であります地下水の最終報告の規定につきましても、より的確に採取量

を把握するため、所要の規定整備を行ってございます。 

最後に、改正条例の施行時期について説明させていただきます。ＶＯＣ対

策及び化学物質対策に係る改正条例の規定は原則として平成20年４月１日か

ら施行することとしております。それまでの間に規則の改正や化学物質適正

管理指針の策定公表、事業者向けのマニュアル類の作成、関係市への権限移

譲に関する協議調整、事業者への周知などを行うこととしております。また、

化学物質対策に係る各種の届け出に関する規定は、平成20年４月１日から対

象事業所において届け出に関する事項の把握が始まりますので、１年後の21

年４月１日から施行することとしております。なおアスベストの飛散防止や

地下水最終報告に係る規定につきましては、平成20年１月１日から施行する

こととしております。 

大阪府生活環境保全等に関する条例の改正概要につきましては、以上のと

おりでございます。 

南会長  ありがとうございました。 

  ただいまの報告事項でございますが、もし御質問、御意見ございましたら、

お伺いいたします。略称としてＶＯＣあるいはＶＯＢ、ＣＯＤ。甚だしく紛

らわしいものばかりでありますが、今回の条例改正は揮発性有機化合物、

Volatile Organic CompoundsというようなＶＯＣ対策、それの条例一部改正

ということでございました。特に御質問、御意見ございませんでしょうか。 
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  特にないようでございますので、それではただいまの３件目御報告を終わら

せていただきます。 

  以上で、本日予定しておりました議事、終了いたしました。議事進行御協力

いただきまして、長時間にわたる御協力ありがとうございました。 

  それでは、進行を事務局の方、お願いします。 

司会（笠原秀紀総括主査）  南会長、どうもありがとうございました。 

  議事で掲げております４、その他については特に予定しておりません。 

ここで閉会に当たりまして、環境政策監の矢野からごあいさつを申し上げ

ます。 

矢野環境政策監  環境政策監の矢野でございます。 

  本日は大変長時間にわたりまして御審議をいただき、本当にありがとうござ

いました。また、化学的酸素要求量等に係る第６次総量削減計画及び総量規

制基準について、それから廃棄物処理計画の改定について、それから第10次

鳥獣保護事業計画の策定について、次に大阪府シカ保護管理計画第２期の策

定について、大阪府イノシシ保護管理計画の策定について、計５件につきま

して御答申をいただきました。本当にありがとうございました。いただきま

した貴重な御意見、御提言につきましては、私どもこれからの環境行政に生

かしてまいりたいと考えております。 

  さらに、本日諮問をいたしました大阪府における流入車対策のあり方につい

てなど、これからも御審議をお願いする課題がございます。今後とも御支援、

御協力を賜りますようお願い申し上げて簡単ではございますが、閉会のあい

さつとさせていただきます。 

  本日はまことにありがとうございました。 

南会長  どうも長時間にわたり本当にありがとうございました。これで終了さ

せていただきます。 

司会（笠原主査）  本日はどうもありがとうございました。 


